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一
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○
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和
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十
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年
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局
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場
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置
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規
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東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
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号

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
運
賃
又
は
料
金
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
日
額
非
常
勤
職
員
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職

員
を
含
む
。
）
」
を
、
「
一
月
当
た
り
の
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
の
料
金
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
日
額
非
常
勤
職
員
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
一
万
分
の
一
万
九
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
百
六
・
二
五
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
自
動
車
」
の
下
に
「
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
第
三
条
の
七
第
一
号
に
お
い
て
同
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じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
第
三
条
の
七
に
定
め
る
交
通
の
用

具
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
第
三
条
の
八
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も

の
に
限
る
。
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す

る
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
第
七
項
第

一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
が
前
項
第
二
号
に
定
め
る
額
」
の

下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
第
七
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た

額
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
駐
車
場
等
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
通
勤
手

当
の
額
は
、
第
一
項
、
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇

月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
第
三
条
の
九
に
定
め
る
額
に
支
給
月
数
を

乗
じ
て
得
た
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

第
一
項
、
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
額

第
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
条
の
六
中
「
額
及
び
」
を
「
額
、
」
に
、
「
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
及
び
第
三
条
第
七
項
第
一
号

に
定
め
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
交
通
の
用
具
）

第
三
条
の
七

第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
通
の
用
具
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
次

条
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
、
市
区
町
村
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
者
の
所
有
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

一

原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
動
車

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
が
特
に
承
認
す
る
交
通
の
用
具

（
駐
車
場
等
の
要
件
）

第
三
条
の
八

第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
と
す
る
。

一

勤
務
庁
の
周
辺
又
は
通
勤
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
局
長
が
認
め
る
経
路
上

に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車
の
た

め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
自
転
車
の

駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

三

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
給
与

規
程
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
局
長
が
定
め
る
施
設
で
な
い
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
状

況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
局
長
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
長
が
別
に
定
め
る
要
件
と
す

る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
）

第
三
条
の
九

第
三
条
第
七
項
第
一
号
に
定
め
る
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超

え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。

一

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
料
金
の
額

ロ

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が
二
以

上
の
月
に
わ
た
る
場
合

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

局
長
が
定
め
る
額

二

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

第
四
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
た
場
合
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場

等
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
」
に
改
め
、
「
運
賃
等
の
額
」
の
下
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に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
（
職
員
が
離
職

の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
京
都
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌

日
に
最
も
近
い
東
京
都
の
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な

る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
」
に
改
め
、

「
を
変
更
し
、
」
の
下
に
「
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
」
を
、
「
運
賃
等
の

額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
等
（
こ
の
規
程
に
よ
る

改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
等
」
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で

あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
程
第

三
条
第
二
項
第
二
号
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
程
（
令
和
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

職
員
が
育
児
、
介
護
等
の
事
情
に
よ
り
滞
在
す
る
親
族
（
配
偶
者
若
し
く
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例

第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に

関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、

か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
又
は
二
親
等
内
の
親
族
を
い
う
。
）
の
住
居

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

職
員
が
異
動
等
に
伴
い
転
居
し
た
場
合
の
転
居
前
の
住
居

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
五
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
百
五
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
四
千
三
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
千
二
百
四
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
一
万
分
の
二
万
三
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一

万
分
の
二
万
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
二

万
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
九
千
八
百
四
十
」
を

「
一
万
分
の
九
千
七
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
に

改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
万
分
の
九
千
九
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
八
百
五
十
六
・
二
五
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
七
千
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
六
千
二

百
三
十
」
を
「
一
万
分
の
六
千
百
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四

十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
二
十
八
・
七
五
」
に
、
「
一
万
分
の
八
千
」
を
「
一
万
分
の
七
千
五

百
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
一
万
分
の
五
千
四
百
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
七
・
五
」
に
、

「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
七
千
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
給
水
部
の
部
給
水
課
の
項
第
一
号
及
び
第
五
号
中
「
及
び
旧
工
業
用
水
道
」
を
削
る
。

別
表
一
中
「
設
備
担
当
部
長
」
を
「
浄
水
シ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
二
総
務
部
の
項
中
「
水
道
危
機
管
理
専
門
課
長
」
を
「
水
道
危
機
管
理
専
門
課
長

法
務
専
門
課
長

」
に
改
め
、

同
表
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
の
項
中
「
徴
収
業
務
改
善
推
進
専
門
課
長
」
を
「
営
業
業
務
改
革
推
進
統
括
担

営
業
業
務
改
革
推
進
専
門
課

当
課
長

長

」
に
改
め
、
同
表
浄
水
部
の
項
中
「
水
質
担
当
課
長
」
を
「
水
質
担
当
課
長

水
運
用
専
門
課
長
」
に
改
め
、
同

表
給
水
部
の
項
中
「
業
務
改
革
推
進
担
当
課
長
」
を
「
業
務
改
革
推
進
担
当
課
長

水
道
緊
急
対
応
専
門
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
九
号

東
京
都
水
道
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
長
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程

第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
及
び
第
九
号
様
式
中
「東

京
都
知
事

」
を
「東

京
都
水
道

局
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
設
備
担
当
部
長
」
を
「
浄
水
シ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
担
当
部
長
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
一
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
方
が
有
利
な
」
を
削
り
、
同
条
中
「
に
よ
る
号
給
が
」
を
「
に
お
い
て
」

に
、
「
に
達
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
位
の
区
分
を
用
い
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
給
を
も
つ

て
」
を
「
は
別
に
定
め
る
も
の
と
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
指
定
金
融
機
関
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条

削
除

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
条

削
除

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式

削
除

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
か
ら
第
４
号
様
式
の
３
ま
で

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
三
号

東
京
都
水
道
局
固
定
資
産
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
固
定
資
産
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
固
定
資
産
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
三
条
第
三
項
第
十
二
号
中
「
設
備
担
当
部
長
」
を
「
浄
水
シ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
担
当

部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号

東
京
都
水
道
局
指
名
業
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
指
名
業
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
指
名
業
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
七
号
中
「
設
備
担
当
部
長
」
を
「
浄
水
シ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
担
当
部
長
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
支
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

第
十
一
条
中
「
東
部
第
二
支
所
」
を
「
東
部
第
一
支
所
、
東
部
第
二
支
所
及
び
西
部
支
所
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
二
号

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号
（
東
京
都
水
道
局
支
所
及
び
東
京
都
水
道
局
営
業
所
の

設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

表
東
京
都
水
道
局
江
東
営
業
所
の
項
及
び
東
京
都
水
道
局
新
宿
営
業
所
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
三
号

昭
和
四
十
七
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
五
号
（
東
京
都
水
道
局
浄
水
場
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

表
東
京
都
水
道
局
小
作
浄
水
場
の
項
を
削
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
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宿
二
丁
目
八
番
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号

電
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